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州酬 同 い 山 Ⅷ 酬 卜Ⅲ回 Ⅲ 咄刺 卜州回 Ⅲ 中 州‖
伊 方 行 政 訴 訟 を 支 援 す る 会

州卜帥 ・

国側 ,ょ ぅゃ く答弁書を提出

松山地裁から指示された提出期限ぎりぎり

の 10月 20日 ,被告 (国側 )は ,訴状に対

する答弁書を ,指定代理人の一員である ,科

学技術庁原子炉規制課の中村守孝課長を通し

て提出した。本文 62ペ ージに ,7付図とい

う大部なもので ,そ れに ,主として手続上の

経過を示す証拠書類が計 17種類つけられて

いるcいずれも,数 日後に ,裁判所から弁護

団を通して原告側に送られてきた.国側が指

定 してきた代理人は ,法務局の検事 2名 ,高

松および松山から検事各 2名および l名 ,そ

れに中村課長以下の科学技術庁職員 6名 の計

11名で構成されている。

答弁書提出後 ,中村課長がマスコミ関係者

に対して ,詳細な内容紹介を行ったことにも

見られるように ,政府は ,原告らが訴状にお

いて提起した問題をさけて ,こ んごの原子力

行政を進めることはも早や不可能であると観

念 し,必死に反撃に転じようとしているよう

に見受けられる.そ の姿勢は答弁書にもあら

われているが ,そ の内容は予想以上のもので

原子力発電所の危険性

○きわめて毒性の強い「 死の灰」やプル トニ

クムなどの放射性物質を大量に産み出すこと

が ,原子力発電所の危険性の根源である.

はなく,逃げの論理に貫かれている上に ,頭

と結論はあるが ,そ の中味はほとんどないと

いったお粗末なものである.伝え聞くところ

では ,こ の
″
労作

″
を仕上げるための突貫作

業の過程て ,2,3人 の科学技術庁のお役人

が倒れたとのこと.

訴状および答弁書の提出によって裁判の輸

郭が浮きはりにされ ,予想通 り,本格的な公

開審査の場となるであろう.弁護団および専

門家グループは ,原告団と密接な連絡をとり

ながら,12月 にも予想されている第 1回公

判を目ざして ,答弁書の内容の分析と反論の

準備作業を進めている。

以下に ,い くつかの中心点について ,訴 状

および答弁書の主張を比較 して示しておきま

したので ,会員の皆さんの討論に役立てて下

さい。なるべく原文に忠実なように努めてあ

ります。なお ,答弁書の全内容は ,第 1回公

判後に ,こ ちら側の反論も入れて資料として

出す予定ですが ,それまでにご入用の方は ,

事務局までご連絡下さい。

答 弁 書

原子力発電所の安全性

○その (放射線の )過小評価は禁物である。

しかしながらその過大評価は ,いたずらに不

安をかきたてて ,国民経済上の重大な損失を
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答 弁 書
招来することになる。

○晩発性障害には放射線量のしきい値はない  ○人類はその誕生以来何十万年かの間 ,常に

というのが ,現在の放射線生物学及び医学の  自然放射線を被曝し続けて来ており,かつ ,

結論である。 したがって人間の体に影響を与  自然放射線量の異なる地域で ,統計学上有意

えないという意味での許容量の概念はない.  な差があるという結果は得られていない.

○今 日,何 よりも根本的に問われなければな  ○今後 ,産業需要については ,省資源 ,省エ

らないのは ,こ のような将来に向っての加速  ネルギー型産業構造への転換が進められてい

度的な公害の激化や資源の浪費を併 う国民不  くにしても,国民生活の高度化に併い ,将来

在の生産拡大第一主義の産業政策の是非なの  とも電力の需要は年々伸びていくものと考え

である。                  られる.                    
▼

手続の違法性

○原子力発電所の存在それ自体が憲法上の最  ○基本法を頂点とするわが国の原子力関係法

も基本的原理である憲法 18条 ,25条の国  は ,原子力の平和利用の積極的な推進と ,そ

民の生命 ,自 由および幸福追求権 ,健康で文  の不可欠の前提となる安全性の確保等を図る

化的な生活を営む権利等を侵害する恐れが極  ことによって ,人類社会の福祉と国民生活の

めて強い。 水準向上とに寄与することを究極の目的とし

ており,憲法の趣旨に沿 うことは明白である.

○原子力発電所に関する多くの最も重大な問  ○審査の過程においては ,審査会を構成する

題について全 く独自の調査 ,審議をしておら おのおのの分野の専門家の知識経験 ,現地調

ず ,四電の申請書の内容を鵜呑みにしてその  査 ,内外の多くの学術文献 ,地元から提出さ

まま書き写したものにすぎなし、       れた資料等により独自の調査 ,審議を行った。

∪伊刀原男設置許可申請時以前に被告 (首相 )○ 電源開発基本計画の策定と原子炉の具体的

によって ,そ の設置が電源開発基本計画のう  な設置許可とはそれぞれ全 く異なる目的と要

ちにすでに決定されており,その計画と異る 件とをもつものであって ,そ れぞれ別個の観

結論を本件許可処分について出すことは ,は  点から決定されるものである。

じめからあり得ない。

○本件許可処分手続においては ,審査資料や  ○基本法の精神にのっとって制定されている

審査内容の公開はされず ,地域住民の設置に  原子炉等規制法に定めるところにより,適法

対する許否の意見を ,公聴会その他の形で求  に行われた本件許可処分が基本法 2条に違反

めることもされず ,原子力基本法の公開の原  する旨の主張は当たらなし、

則に反する.

内容の違法性

○アメリカで明らかになった非常用炉心冷却  ○ (ア メリカの )実験装置の形状が実際の加

装置の欠陥についても技術的には全く非常畿  圧水型原子炉と相違していたためとも考えら

状訴

ー
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な期待だけを頼りにし,相変らず机上の計算

だけを信じて安全であると結論している。

し

○安全審査報告書が推定しているように ,蒸

気用細管の 1本が破断するといった生易しい

ものでなく,一度に数 10本が破断するとい

う,文字通り身の毛のよだつような事態が起

るであろう。

○原子力発電所に関しては ,1年間につき5

00ミ リレムというわが国の基準は ,も はや

許容被曝線量としての意義を失っている。

○事故時には原子力発電所周辺の住民につい

てのみ ,現行の許容被曝線量の数百年分の被

曝を許容しており,人口密集地帯の住民から

社会的関係において差別するものである。

○地震国のわが国においてさえこれ以上の悪

条件を備えた地点はないと思われる伊方に原

発設置が認められた場合は ,今後原発につい

ての立地審査はすべて無意味となるだろう.

○原発用淡水確保の審査について ,全 く初歩

し     的で重大な誤りが犯された事実は明らかであ

る。

○どうしてことさらこの様な立地条件 (瀬戸

内海に面して )を選んで原発を設置しなけれ

ばならないのか.

○平常時および事故時の気体ならびに液体放

射性廃棄物による周辺住民の被曝線量の評価

は ,も っばら机上での計算にのみ依っており,

全 くあてにならない。

答 弁 書
れている。本件安全評価では ,プ ローダウン

過程では蓄圧注入系の冷却効果はないものと

仮定しても,安全性が確保されることを確認

しているのであり,原告らの主張は当らない。

○細管は ,も ともと十分な安全率を見積って

設計されており,又 ,減肉やビンホールは初

期の段階で発見されるので ,原告らの主張す

るところの数 10本の細管の同時破断という

事態は未然に防止されるのである。

○米国原子力委員会は ,年間 5ミ リレムに抑

えることが実用上可能であるとして ,こ の数

値を軽水炉の設計目標値として採用するよう

提案しているが ,許容被曝線量は従来どおり

年間 500ミ リレムのままである。

oこ れらの値は ,文字どおり ,立地条件を判

断するためのめやすたる線量に過ぎず ,周辺

住民が当該線量まで被曝してもよいという意

味の許容被曝線量 として考えてはいない。

○地盤及び地震について詳細な調査 ,検討を

行ったうえ ,予想される最大の地震に対して

も十分耐え得るよう,十分な耐震設計が講じ

られるものである。

○愛媛県の水量調査結果とその積極的協力の

意思表示 ,および ,保内町議会の淡水供給に

最善の努力をする旨の決議などを勘案し,淡

水を確保する見通しがあると判断した。

○平常運転時の液体廃棄物の排出量は十分低

い値に管理され ,又 ,重大事故時にも放射能

は格納容器にとどまり,流出することはない

のであるから原告らの主張は理由がないヘ

○厳しい気象条件 ,厳 しい摂取量 ,最悪の事

故条件 ,十分信頼性のある高い濃縮係数など

を採用して評価しているので ,原告らの主張

は理由がない。

状訴
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○固体廃棄物の処分方法の審査にあたっては,

一時的な方法ではなく,ま さにその「最終処

分」の方法こそ,最重要点であるといわなけ

ればならないのに ,それが一切審査 されてい

ない。

○本件許可処分においては ,結局 ,使用済燃

料については ,一切が不間に付 されたままで

ある.

○漁民にとって ,原発からの温排水は死活の

問題であるのに ,調査や実験を全く実施しな

かったどころか ,排水による汚染総体を対象

にすることさえ t′ なかった。

東海村周弓彗履象裏
―日本原電東海第二原発に対して―

10月 27日 ,相沢一正さんら東海村周辺

の住民 17名は ,水戸地裁に対し ,東海第二

原発の許可処分を取 り消せとの訴状を ,宮沢

洋夫氏 ら10名の弁護士を代理人として提出

した。東海第二原発は伊方原発より約 1夕月

遅れて許可され ,住民からの異議申立もさる

7月 27日に却下されヽ nO万キロフットという超

大型の原発が ,燃料再処理工場も含めた原子

力施設集中地帯に ,しかも他の建設地に見ら

れない人口密集地帯に設置されようとしてい

るのである。あさらめムードが強い地域の中で,

数年にわたって粘 り強く斗ってきた人たちが ,

自分たちの手で ,無茶苦茶な計画を阻止する

ために ,伊方に続いて ,行政告発に立ち上っ

たのだ。連書 しつつ扶撃体制を強めよう。

答 弁 書

○本件許可処分に当たっては ,最終的廃棄の

方法が決定されるまでの間における敷地内の

廃棄物の貯蔵保管について審査しているもの

であ り,今後 ,安全で経済的な廃棄方法が新

しく確立された段階でその安全性を確認した

上で実施する。

○本件許可処分に当たっては ,発電所内での

貯蔵保管の設備について ,そ の安全性を審査,

確認しており,又 ,そ の処分の方法について

は ,自 主的核燃料サイクルの確立という開発

利用の計画的遂行上支障がないものと判断さ

れたものである。

○原告らは ,原発から排出される温排水 ,放

射性物質及び塩素の複合汚染を主張するが ,

排出される放射性物質及び塩素はともに微量

であり,又温排水と自然海水との温度差も小

さいので ,原告らの主張の根拠は明らかでな

い。

状訴
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138,000

46,045

119,260

303,305

弁護団 ,原告団旅費補助  59,500
）ヽ

4,000

2,430

6,085

10,700

4,350

6,090

03,155

210,150
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